


これらのことから、本件事業を施行することにより得られる公共の利益は相当程度存するものと認めら

れる。 

  イ 失われる利益 

本件事業は、環境影響評価法（平成 9 年法律第 81 号）及び三重県環境影響評価条例（平成 10 年三重県

条例第 49 号）に基づく対象事業に該当しない。本件事業の起業地が所在する地域は、三重県自然環境保全

条例（平成 15 年三重県条例第 2 号）に基づく三重県自然環境保全地域に指定されていない。また、本件事

業の起業地内には、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成 4 年法律第 75 号）により保護するために特別の措置を講ずべき文化財及び動植物の

存在は、確認されていない。 

これらのことから、周辺の生活環境に与える影響は少ないと考えられるため、本件事業を施行すること

により失われる利益は軽微であると認められる。 

ウ 事業計画の合理性 

本件事業の起業地の選定に当たっては、伊賀市庁舎整備計画検討委員会において市民説明会及びパブリ

ックコメントにより具体的な庁舎整備候補地とした 4 つの候補案を選定した上で、社会的、技術的及び経

済的項目等に関する比較検討が行われている。 

起業地は、経済性で最も優位である。また、県伊賀庁舎と隣接することにより、行政サービス及び防災

拠点としての機能が他案より優れていること等から、社会的、技術的及び経済的な条件を総合的に勘案す

ると最も合理的であると認められる。 

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られる

公共の利益が失われる利益に優越すると認められる。 

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められ、法第 20 条第 3 号の要

件を充足すると判断される。 

(4)  法第 20 条第 4 号の要件への適合性について 

   ア 事業を早期に施行する必要性 

本件事業は、分散している本庁機能を早期に 1 箇所に集約し、行政サービスの利便性の向上を図るとと

もに、現庁舎の老朽化及び耐震性の両面で早急な対策を講じるものであり、いつ発生するかわからない大

規模災害時においては復旧・復興の拠点として市民の安全・安心を守る役割を果たせる庁舎の整備をする

ものである。 

これらのことから、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。 

  イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 

本件事業における新庁舎の規模については、整備計画において本庁機能と支所機能の業務分担を行った

上で、一般的な算出方法である総務省「地方債同意等基準」等を利用して庁舎の必要面積を積算し、その

基準等を下回っている。駐車場の面積については、駐車場設計・施工指針において来庁者、公用車及び職

員用にそれぞれ検証した必要台数から求められる面積であることから、必要最低限の面積である。 

よって、本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。 

また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、時限的に使用する職員

駐車場についての範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認

められる。 

したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められ、法第 20 条第 4

号の要件を充足すると判断される。 

(5)  結論 

上記のとおり、本件事業は法第 20 条各号の全ての要件を充足すると判断される。 

以上により、起業者から申請のあった本件事業について、法第 20 条の規定に基づき事業の認定をするもの

である。 

5  法第 26 条の 2 第 2 項の規定による図面の縦覧場所 
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